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米国産オゴノリの取扱いについて

今般、米国において、サルモネラ属菌に汚染されている可能性があるとして、下

記製造者が製造したオゴノリについて自主回収が行われているとの情報を入手しま

した。

ついては、下記製造者が製造するKAHUKU OGOの輸入届出がなされた場合には、輸

入者に対し、製品がリコール対象に該当するか否か確認するよう指示し、該当する

場合には、米国側の回収に応じて、当該品の積み戻し等を行うよう指導願います。

記

製造者名

MARINE AGRIFUTURE,LLC.

OLAKAI HAWAII


